
  

川崎市中小企業間連携展示会出展補助金交付要綱 

 

（通則） 

第１条 川崎市中小企業間連携展示会出展補助金（以下「補助金」という。）の交付につ

いては、川崎市補助金等の交付に関する規則（平成１３年川崎市規則第７号）によるほ

か、この要綱に定めるところによる。 

 

（目的） 

第２条 エネルギー価格等の物価高騰の影響により厳しい経営環境の中でも、新たな収

益機会の確保や企業間の連携を促進するため、国内で開催される展示会等への共同出

展に向けて、企業間が連携して行う販路開拓の取組を支援する。 

 

 （用語の定義） 

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定める

ところによる。 

（１）中小企業者等 

  ア 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に定める中小企業者 

   イ 前号に掲げる中小企業者が主たる構成員となっている中小企業団体の組織に関

する法律（昭和３２年法律第１８５号）第３条に掲げる組合及び団体 

（２）みなし大企業 

ア 発行済株式の総数又は出資金額の２分の１以上を同一の大企業（中小企業者等

以外の者をいう。ただし、中小企業投資育成株式会社及び投資事業有限責任組合を

除く。）が所有又は出資している事業者 

イ 発行済株式の総数又は出資金額の３分の２以上を大企業が所有又は出資してい 

る事業者 

ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占めてい

る事業者 

（３）補助対象事業者 

  第４条第１項に規定する各号の全てに該当する中小企業者等 

（４）申請者 

  補助金の交付を受けようとする補助対象事業者及び共同出展に参加する補助対象 

外事業者 

（５）代表申請者 

  申請者を統括する補助対象事業者 

 



（６）共同出展に参加する補助対象外事業者 

ア 市外の中小企業者等 

イ 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に定める中小企業者

に該当しない大企業 

（７）補助事業者 

  第１０条第１項の規定に基づく交付決定の通知を受けた補助対象事業者 

 

（補助対象事業者） 

第４条 補助金の対象となる中小企業者等は、次の各号全てに該当する事業者とする。 

（１）市内に事業所を有して１年以上事業を営む中小企業者等又は別表１に掲げる施設

等に本店（主たる事務所）を有している中小企業者等であること。 

（２）川崎市税（法人にあっては法人市民税、個人にあっては個人市民税をいう。）の納

税義務者であること。 

（３）川崎市税及び川崎市に対する債務の支払い等の滞納がないこと。 

（４）事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること。 

２ 前項の規定に関わらず、次に掲げる各号のいずれかに該当する者は、補助対象事業 

者とならないものとする。 

（１）法令、条例、川崎市補助金等の交付に関する規則、本要綱に基づく市長指示・命

令に反する行為を行っている者 

（２）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。）第２ 

条第２号に規定する暴力団 

（３）代表者及び役員のうちに暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する 

法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。）に該当する 

者があるもの 

（４）法人格を持たない団体にあっては、法人の役員と同等の責任を有する者が暴力団 

員に該当するもの 

（５）政治団体 

（６）宗教上の組織又は団体 

（７）みなし大企業に該当する者 

（８）その他、市長が適当でないと認めるもの 

 

（共同出展に参加する補助対象外事業者） 

第５条 共同出展に参加する補助対象外事業者は、事業を営むに当たって関連する法令

及び条例等を遵守していること。 

２ 次に掲げる各号のいずれかに該当する補助対象外事業者は、共同出展に参加する申

請者とならないものとする。 



（１）法令、条例、川崎市補助金等の交付に関する規則、本要綱に基づく市長指示・命

令に反する行為を行っている者 

（２）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。）第２ 

条第２号に規定する暴力団 

（３）代表者及び役員のうちに暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する 

法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。）に該当する 

者があるもの 

（４）法人格を持たない団体にあっては、法人の役員と同等の責任を有する者が暴力団 

員に該当するもの 

（５）政治団体 

（６）宗教上の組織又は団体 

（７）その他、市長が適当でないと認めるもの 

 

 （補助対象事業） 

第６条 補助金の交付対象となる事業（以下、「補助対象事業」という。）は、補助対象事

業者が行う別表２に掲げる対象事業であって、次の各号の要件に該当するものとする。 

（１）第４条第１項の補助対象事業者を含む２者以上で構成された共同出展であること。 

（２）展示会場等において共同出展者の出展ブースが近接していること。 

（３）共同出展者の社名の表示が確認できること。 

（４）補助対象事業は、第１０条に規定する補助金の交付決定を行った年度に属する２月 

２９日までに実施するものとする。 

２ 次のいずれかに該当するときは、補助対象にならないものとする。 

（１）既に事業を終了しているもの 

（２）同一内容、同一経費で既に川崎市又は他の行政機関等の助成制度による助成を受け 

ているもの又は採択が決定しているもの 

（３）オンライン上で開催される展示会等 

（４）上記各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるもの 

 

 （補助対象経費） 

第７条 補助の対象となる経費（以下、「補助対象経費」という。）は、補助対象事業を実

施するために必要な別表２に掲げる対象経費のほか市長が必要かつ適当と認めるもの

とする。 

２ 交付決定前に出展等の申込み及び支払いをしたものであっても、別途、公募要領で指

定した対象期間内に開催される展示会等であれば補助対象とする。ただし、広告宣伝費

は、除くものとする。 

 



３ 補助対象経費と補助対象経費以外の経費が一括して支払いが行われており、区別が

不明確なものは、補助対象経費から除外する。 

 

 （補助率及び補助限度額） 

第８条 補助率及び補助限度額は、別表２のとおりとし、予算の範囲内において交付する

ものとする。 

２ 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数金

額を切捨てるものとする。 

３ 市長は、予算の範囲内において、第１項に定めた補助率及び補助限度額を減じること

ができる。 

 

 （交付申請） 

第９条 申請者は、補助金交付申請書（第１号様式。以下、「申請書」という。）のほか、

別表２に掲げる申請書類を添えて市長に申請し、受付を受けるものとする。 

２ 前項に規定する申請書は、別途、公募要領で指定する日までに提出しなければならな

い。 

３ 公募要領で指定した期間内であっても、予算上限に達した場合は、先着順をもって受

付を終了する。 

４ 交付申請は、１者あたり１申請を上限とする。 

 

 （交付の決定） 

第１０条 市長は、前条の申請があったときは、内容を審査の上、適当であると認めるら

れるときは、補助金を交付する者を決定し、所要の条件を付して、補助金交付決定通知

書（第４号様式）により代表申請者に通知するものとする。 

２ 前項の審査に際し、市長が必要と認めるときは、前条の申請に係る関係書類の提出を

求め、又は現地調査等により、その内容に関し調査を行うことができる。 

 

（変更・中止の申請） 

第１１条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた事業（以下、「補助事業」という。）

について、その内容を変更又は中止しようとする場合は、速やかに事業計画変更（中止）

承認申請書（第５号様式。以下、「変更（中止）申請書」という。）を市長に提出しなけ

ればならない｡ただし、次の各号に掲げる変更については、第１３条第１項に定める事

業実績報告書（第８号様式）に記載することにより、これに代えることができる。 

（１）事業実施期間の終期を前倒しする場合 

（２）事業計画書に記載の事業内容に変更を及ぼさない範囲で事業の一部を中止する場

合であって、補助対象経費から該当分を除算する場合 



（３）同一費目において経費の配分を変更する場合であって、事業計画書に記載の事業内

容に変更が生じない場合 

（４）費目間で経費の配分を変更する場合であって、変更を要する金額が補助対象経費合

計額の３割以内となる場合かつ事業計画書に記載の事業内容に変更が生じない場合 

（５）その他、市長が認める場合  

２ 第１０条により通知した交付の決定額から増額はできない。 

 

（変更・中止の承認） 

第１２条 市長は、前条の変更（中止）申請書の提出があった場合において、補助金の変

更又は中止の承認を決定したときは、補助金変更（中止）決定通知書（第６号様式）に

より、代表申請者に通知するものとする。また、補助金変更又は中止の不承認を決定し

たときは、補助金変更（中止）不承認通知書（第７号様式）により代表申請者に通知す

るものとする。 

 

 （実績報告） 

第１３条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了した日から起算して３０日以

内又は令和６年２月２９日のいずれか早い日までに事業実績報告書（第８号様式）に次

に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（１）事業実績報告書（第８号様式） 

（２）支払いを証する書類の写し 

（３）広告宣伝費に係る契約書や注文書・注文請書等の写し 

（４）展示会等の自社ブースの写真など共同出展者の参加が確認できるもの 

（５）その他市長が必要と認めるもの 

 

 （補助金額の確定） 

第１４条 市長は、事業実績報告書（第８号様式）の提出を受けた後、速やかにその内容

を審査し、適正であると認められるときは、補助金額を確定し、補助金交付確定通知書

（第９号様式。以下、「確定通知書」という。）により、代表申請者に通知するものとす

る。ただし、第１０条により決定した補助金額又は第１２条により承認した補助金額か

ら変更が生じない場合は、確定通知書による通知を省略することができる。 

２ 市長は、前項の審査の結果、適正と認められないものに対し、当該補助金の全部又は

一部を取り消すことができる。 

 

 （補助金の交付） 

第１５条 代表申請者は、前条の規定により補助金の額が確定した後、速やかに市長に補

助金の請求書を提出しなければならない。 



２ 市長は、適法な前項の請求書を受けてから、３０日以内までに補助金を交付するもの

とする。 

 

 （交付決定の取消し・返還） 

第１６条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決

定の全部又は一部を取り消しすることができる 

（１）偽りの申請、報告又は補助金の交付に関して不正の行為があったとき 

（２）補助金を補助事業以外の用途に使用したとき 

（３）補助金の交付を受けるまでに第４条、第５条、第６条に定める要件を欠くことにな

ったとき 

（４）法令、条例、川崎市補助金等の交付に関する規則、本要綱又はこれらに基づき市長

が行った指示・命令に違反したとき 

２ 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において補助事業の当該取消に係る部

分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を決めて返還を命ずるものとする。 

３ 補助事業者は、前項の規定による取消しにより補助金の返還を命じられたときは、そ

の命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につ

き、年１０．９５パーセントの割合で計算した加算金を本市に納付しなければならない。 

４ 補助金の返還期限は、返還の命令日から２０日以内とし、期限内に納付されない場合

は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年１０．９５パー

セントの割合で計算した延滞金を本市に納付しなければならない。 

 

 （書類の保管） 

第１７条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整備し、補

助金の交付を受けた日の属する年度から５年間保管しておかなければならない。 

 

 （実施状況の調査等） 

第１８条 市長は、補助事業の適正な遂行を確保するため必要と認めたときは、書面の提

出を求め、又は現地調査等により、補助事業に係る帳簿等の関係書類や設備等、実施状

況について調査を行うことができる。 

 

（事業成果の把握・普及） 

第１９条 補助事業者は、市長が補助事業の成果を把握するためのアンケート調査等の

事業を行うときは、その回答等に協力するものとする。 

 

 

 



（その他） 

第２０条 この要綱に定めのない事項については、他に定めのある場合を除き、市長が定

めるものとする。 

 

 

  附 則 

 （施行期日） 

この要綱は、令和５年７月２５日から施行する。 

 

  附 則 

 （施行期日） 

この要綱は、令和５年８月２５日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第１（第４条関係） 

対象施設等 

(1) かながわサイエンスパーク 

(2) かわさき新産業創造センター 

(3) テクノハブイノベーション川崎 

(4) 明治大学地域産学連携研究センター 

(5) ナノ医療イノベーションセンター 

(6) その他のインキュベーション施設であって、市長が特に認めるもの 

 

別表第２（第６条、第７条、第８条、第９条関係） 

対象事業 
日本語を主要な言語とし、日本国内の販路開拓・収益拡大を主たる目

的とする国内で開催される展示会等への共同出展。 

補助率 ２分の１以内 

限度額 

(1) １００万円 

(2) ２５万円×共同出展する補助対象者数 

※(1)または(2)の低い方を補助上限額とする 

※親会社、子会社などの関連会社（自社と資本関係（連結決算等）の

ある会社、役職員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が

経営する会社等）で共同出展する場合、対象になるのは１者とする 

対象経費 出展料、小間装飾費、広告宣伝費 

申請書類 

(1) 補助金交付申請書（第１号様式） 

(2) 事業計画書（第２号様式） 

(3) 誓約書（第３号様式） 

(4) 法人の履歴事項証明書又はその写し（申請書の提出３箇月以内の 

もの）個人事業主の場合は、開業届等の写し 

(5) 市民税納税証明書等の写し（申請書の提出３箇月以内のもの） 

(6) 会社パンフレット 

(7) 出展製品・技術のパンフレット等 

(8) 展示会・商談会等の募集要項等 

(9) 出展・参加申込書、出展料・参加料支払い証拠書類（請求書、領

収書のコピー等） 

(10) その他市長が必要と認める書類 

(1)、(2)、(8)、(9)は代表申請者が取りまとめ１部提出、(3)から(7)

は全申請者分提出すること。なお、共同出展に参加する補助対象外事

業者は(6)、(7)のみ提出すること。 

(9)は申請時点で該当する書類があれば提出すること。 

 


